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＜建替えについて＞
・�一部のマンションでは話題になるものの、具体的に

建替えを検討しているケースはなく、区分所有者間
の合意形成、資金の調達、相談先の不在が障壁となっ
ている。

（３）「マンションの運営状況」について
・�居住者の高齢化や建物・設備の老朽化がマンション管

理の運営上の問題となっているケースが多く、問題解
決の取組みに係る補助や、専門家の紹介等が求められ
ている。

分譲マンションに住む一人の組合員、
管理組合として、取組むべきことは？

　今回の実態調査のアンケート回収率は、３３．１％でし
たが、そこから同時にいろんな心配（大丈夫？）が湧いて
きます。

◎�アンケートに回答しなかった約 60％のマンションは
大丈夫なのか？

◎管理組合専用のポストは設置されていたのか？
◎現在の管理費や修繕積立金の額は適切か？
◎長期修繕計画表の作成や維持管理は行われているか？
◎理事会の開催は、年に１，２回で大丈夫なのか？

　上記の心配事を解決するために、管理組合は情報を共有
し合い、合意形成を図りながら、協力して管理組合の運営、
マンション建物や設備等の維持管理を行ってしていくこと
が必要であり、同時に時代に合わせた住みやすい環境を構
築していくことも大切なことであると思います。
　宮崎市においても、マンションの評価制度（マンション
管理計画認定制度）が 2024 年 7 月から始まりました。
宮崎市が行った「分譲マンション実態調査」の結果も踏まえ
ながら、自分達の住むマンションの状況を改めて確認し、
将来に渡って安心して、住み心地の良い住環境を構築して
ください。

(4）  「マンションの入居者の状況」について
・�マンションの入居者（世帯主）は、50代、60代、40代が

多い。
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「NPO 法人宮崎県盲ろう者友の会」とは？
　視覚と聴覚の両方に困り感を持つ方を『盲ろう者』と
いい、盲ろう当事者と、その方たちのコミュニケーション
や移動を支援する者で構成された団体です。県内に在住
する盲ろう者の社会参加の促進及び会員相互の親睦に努
め、盲ろう者の福祉の増進を図っています。
　また、当団体は宮崎県の委託を受け、専門の研修を受
けた『盲ろう者向け通訳・介助員』を派遣して盲ろう者
の移動と通訳の支援をしています。
　コミュニケーションの方法は、 音声、 手のひら書き、
接近手話、触手話、指点字など一人ひとり違います。盲
ろう者の持つコミュニケーション方法で通訳します。

　「指点字（ゆびてんじ）」：点字タイプライターと同じ指の
動かし方で相手の指に点字を打ちます。写真は上の手の人
が、下の手の人に話しかけています

　「触手話（しょくしゅわ）」：手話を触ることによって情

報を得ることができます。写真は周りの状況を触手話で

通訳を受けているところです。

　「手のひら書き」：盲ろう者の手のひらに文字を書いて
伝える方法です。盲ろう者の指を取り１文字ずつ書くこ
ともあります。

　外出の際、周りの人との会話を通訳するのが「盲ろう
者向け通訳・介助員」です。盲ろう者は、情報を得るこ
とによって選択の幅が広がり、社会参加のきっかけの一
つになります。

NPO 法人 宮崎県盲ろう者友の会 事務局長　押川  恵子

毎月第３日曜日の午後は、 指点字や触手話
の勉強をしながらお喋りを楽しんでいます。
盲ろう者の大切な情報入手の場ともなってい
ます。ご一緒にいかがですか。
連絡先：
〒880-0014  宮崎市鶴島2丁目9番6号 
みやざき NPO ハウス 306
NPO 法人宮崎県盲ろう者友の会 
電話・FAX0985 － 71 － 3004
メール：miyazaki.mourou@gmail.com

TEL-0120-13-2616

明るく朗らかに一歩､一歩進化していきます｡明るく朗らかに一歩､一歩進化していきます｡

３つの困難
「語らい」「移動」「情報の入手」

文字で
伝える！

点字で

伝える！

手話で

伝える！
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17cm×6cm

PCやスマートフォンの普及に伴ってインターネットが「当たり前」になっている現在、
マンション、集合住宅の物件の新たな「付加価値」として全⼾に導⼊可能なプラ
ンをご⽤意しました。サービスの詳細や提供条件等についてはお問い合せください。

フレッツ光ネクスト マンション・スーパー
ハイスピードタイプ隼 全⼾加⼊プラン

審査24-334 【250831】

【お問い合わせ先】 Tel 0800-200-4844
 NTTビジネスソリューションズ株式会社 光ビジネス営業部 九州営業担当(宮崎)
【受付時間】 9時〜17時（⼟曜・⽇曜・祝⽇および年末年始12/29〜1/3を除く ）



〒812-0063 福岡市東区松島 3丁目 9番 1 2号

５５００年年のの実実績績 安安心心のの110000％％自自社社施施工工技技術術力力をを
活活かかししたた水水環環境境保保全全をを目目指指すす

㍿ 西日本洗管サービス
〒813-0062 福 岡 市 東 区 松 島 3 丁 目 9 番 1 2 号

給排水管更生ライニング吸引工法 ブラボライナー工法

TTEELL::009922--661111--00339911
FFAAXX::009922--661111--00337755

㈳日本下水道管路維持管理業協会会員 ㈳日本洗浄技能開発協会会員

hhttttpp::////wwwwww..sseennkkaann--sseerrvviiccee..ccoomm

「マンションライフ宮崎」202４ 年号の広告原稿

宮崎県マンション管理組合連合会 御中
ご担当様

広告原稿第一次校正について

お世話になります。原稿が変わりました。
差し替えをお願い致します。

株式会社 西日本洗管サービス
担当 山本

更生工事
給水管

排水管
給湯管
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※令和6年 2月時点


